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周知・広報

    令和4年4月1日に消防広域化が運用開始となり、両市町の安全安心への取組を継続して

運営するために「茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営調整会」及び「運営調整会作業部会」を

開催し事業を行っています。

次年度受託事業費要求事務
運営調整会作業部会
運営調整会

8月 9月
10

月
4月 5月

茅ヶ崎市・寒川町広域消防の運営事務

受託事業費精算事務

消防総務課消防本部

住民広報

2月 3月6月

事務作業全般
事務作業全般

庁外調整・会議
庁外調整・会議

11

月

12

月
1月7月



あり

・消防組織法

第31条 市町村の消防の広域化は､消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行

わなければならない。
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消防署本署の再整備事業

消防本部 消防総務課

    消防署本署は建設から５０年以上が経過し、建物や設備の多くの箇所に老朽化がみら

れ、再整備が必要となっています。現状の課題整理や新庁舎に必要な要件を消防部内で検

討するなど、再整備に向けた準備をします。また、建設に係る関係法令等の整理を行い、

関係各所との協議を継続して行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

関係部局との協議 庁内調整・会議
主部局との協議 庁内調整・会議



・消防力の整備指針

(消防本部及び署所の耐震化等)

第23条 消防本部及び署所の庁舎は、地震災害及び風水害時等において災害応急対策の拠

点としての機能を適切に発揮するため、十分な耐震性を有し、かつ、浸水による被害に耐

え得るよう整備するものとする。

あり
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サポート面談 職員向け研修
心の健康のためのチェックリスト 職員向けアンケート

9月
10

月

11

月

メンタルサポートチームスタッフとの調整 庁内調整・会議
メンタルサポート研修 職員向け研修

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

消防職員のストレスケア対策事業

消防本部 消防総務課

    職員の心の健康づくりと活気ある職場づくり推進のため、管理監督者向け研修及び担当

者研修を実施し、セルフケア能力の向上及びコミュニケーション能力の推進を図ります。

    また、メンタルサポートチームと連携した研修や、アンケート形式によるストレス

チェックのほか、臨床心理士によるカウンセリングを実施し、サポート体制の充実強化を

図ります。



あり

・労働安全衛生法第66 条の10

    事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、 保健師その他の

厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければ

ならない。

・労働安全衛生法第66条の8第1項

    事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働

省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師に

よる面接指導を行わなければならない。
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危険物取扱者保安講習会 派遣研修

専科教育（特殊災害科） 派遣研修
専科教育（火災調査科） 派遣研修
専科教育（予防査察科） 派遣研修

専科教育（警防科） 派遣研修

9月
10

月

11

月

消防学校 初任教育 派遣研修
専科教育（救急科） 派遣研修

専科教育（救助科） 派遣研修

特別教育（はしご車操作員） 派遣研修
特別教育（火災性状特別研修） 派遣研修

派遣研修特別教育（水難救助課程）
派遣研修特別教育（幹部特別・研修教官）

消防本部 消防総務課

消防職員研修事業

    消防職員に必要な技術の向上、知識の習得を目的に、1年を通じて、神奈川県消防学校

における、新採用職員研修、救急、救助等専門的な研修のほか、消防業務に必要な資格取

得に係る研修に職員を派遣します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



あり

・地方公務員法

第三十九条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与え

られなければならない。

・茅ヶ崎市職員研修規程

第3条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため常に自己啓発に努めなければならな

い。

2 職員は、所定の規律に誠実に従い、研修に専念するとともに、その成果を職務に反映す

るように努めなければならない。
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広報・案内資料作成及び配布 通知等発送
部内調整 事務作業全般
消防出初式の実施 イベント開催

関係団体との調整 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

各施設等の予約 庁内調整・会議

関係者の出欠調整 庁外調整・会議

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

消防出初式の実施事業

消防本部 消防総務課

    年頭にあたり消防職員、消防団員の士気を高揚し、職務遂行への決意を新たにするとと

もに、車両行進や消防団・消防部隊による演技などを通して、広く消防力を公開すること

によって、市民の防災行政への理解や防火意識の向上を図ることとしています。また、⾧

年消防団活動に尽力した功績のある消防団員を表彰し、広く市民に周知します。



あり

・茅ヶ崎市消防表彰規程

（表彰の種別）

第4条

（２）特別表彰

 ア 功労表彰

   非常の災害異変に際し、重大な危険を冒し功労抜群であった者及び一般表彰が

  数回に及び特に功労章の授与を認めた者
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消防防災フェスティバル実施事業

消防本部 消防総務課

    イベントを通じて消防への理解を深めるとともに、市民一人一人の防火意識の高揚を図

るため、平成２０年から実施しているイベントです。平成２６年からは防災対策課と合同

で、「消防防災フェスティバル」として開催し、子育て世代や若年層を含めた多くの市民

の方に直接体験してもらうことにより、消防、防災についての普及啓発を行っています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

開催準備 事務作業全般

9月
10

月

11

月

イベント開催計画作成 事務作業全般
関係部局調整・検討 庁内調整・会議

開催広報 周知・広報
イベント実施 イベント開催
各施設等予約（次年度）



なし
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Ｂ型肝炎ワクチン予防接種 事業委託

破傷風ワクチン予防接種 事業委託

定期健康診断（深夜業務従事者）２回目 事業委託

高気圧業務従事者健康診断 事業委託

新採用予定者腰部検査 事業委託

Ｂ型肝炎ワクチン接種に伴う抗体検査 事業委託

9月
10

月

11

月

消防職員健康診断業務委託 伝票処理・契約事務
定期健康診断（毎日勤務者及び深夜業務従事者）１回目 事業委託

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

消防職員の健康管理事務

消防本部 消防総務課

    職員の健康を保持増進するため、医療機関と業務委託契約を締結し、定期的な健康診断

の他、深夜業務従事者への年２回の健康診断、潜水活動を行う水難救助隊への高気圧業務

従事者健康診断など、従事する業務に応じた健康診断を実施します。



あり

・茅ヶ崎市職員安全衛生管理規則

第21条 任命権者は、職員に対し、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断(省令第43条に規定する健康診断をいう。)

(2) 定期健康診断(省令第44条に規定する健康診断をいう。以下同じ。)

(3) 特定業務従事職員健康診断(省令第45条に規定する健康診断をいう。)

(4) その他健康管理上必要な健康診断で、省令で定めるもの

2 定期健康診断は、任命権者が、職員ごとに、期日及び場所を指定して実施するものとす

る。

3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、任命権

者が別に定める。
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施設設備法定検査 現場調査・訪問
消防庁舎清掃委託 事業委託

9月
10

月

11

月

消防施設維持管理用品購入 事務作業全般
消防施設設備修繕 新設・修繕・建替工事

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

消防用財産管理事務

消防本部 消防総務課

    職員が消防庁舎や設備の劣化、破損状況などの点検を行い、維持管理に必要な消耗品の

購入及び修繕を行います。また、設置されている設備の法定点検をはじめ、庁舎維持管理

に必要な業務を事業者に委託します。



あり

・浄化槽法

第10条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回、浄化槽の保守点検

及び浄化槽の清掃をしなければならない。（一部抜粋）

第11条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回、指定検査機関の行

う水質に関する検査を受けなければならない。（一部抜粋）

・水道法

第34条の2第2項 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働

省の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた

者の検査を受けなければならない。

・石綿障害予防規則

第10条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは

船舶に設置された工作物(次項及び第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿

又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを飛散させ、

及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又

は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
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翌年度新規採用職員用被服整備 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

被服等貸与品入札事務 伝票処理・契約事務
職員貸与 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

消防職員被服貸与事務

消防本部 消防総務課

    建物火災で屋内進入する消防隊員が、より安全に消火活動を行うため、防火衣や防火帽

を、国が示す最新のガイドラインに適合する耐炎、耐熱性能や防水性、快適性に優れたも

のへ、計画的に変更しています。また、古くなった活動服等を定期的に再貸与するととも

に、新規採用職員が消防業務を遂行するために必要な被服等を一式貸与します。



あり

・茅ヶ崎市消防吏員被服貸与規則

(貸与)

第6条 吏員には、別表第2の左欄に掲げる被服等を同表の右欄に掲げる数量ずつ貸与す

る。

2 前項に規定する被服等のうち別表第3及び別表第4に掲げるものについては、これらの

表の左欄に掲げる被服等の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる貸与期間を経過するご

とにこれらの表の右欄に掲げる数量を貸与する。

3 救助隊員及び救急隊員には、第1項に規定する被服等のほか、別表第5の左欄に掲げる

被服等を同表の右欄に掲げる数量ずつ貸与する。同表の中欄に掲げる貸与期間を経過した

場合についても、同様とする。
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意向調査の準備、実施 通知等発送
職員の人事に関する発令等の事務処理 事務作業全般

合格者事前準備、書類等の提出依頼 通知等発送

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎市消防吏員採用試験 広報 周知・広報
茅ヶ崎市消防吏員採用試験 実施 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

消防職員人事管理事務

消防本部 消防総務課

    消防吏員の採用について、公平に選考するため、教養試験・適性試験の問題及び採点集

計処理は外部へ委託し、体力試験や集団討論、個人面接を独自に行い、選考基準に基づき

公平な採用試験を行います。また、職員に意向調査を実施し、希望する配置先や研修等の

ニーズを把握します。

    職員の給与や配置に関する調整、発令等の事務処理を適宜行います。



なし
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年中出動件数等記者発表 周知・広報
茅ヶ崎市消防表彰 事務作業全般

月毎出動件数広報紙掲載 周知・広報

9月
10

月

11

月

賠償責任保険加入手続き 伝票処理・契約事務
各消防⾧会事務 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

消防業務管理事務

消防本部 消防総務課

    市内の火災や救急の出動状況を周知するため、毎月火災・救急件数をホームページへ掲

載し、年明けには年中の出動件数に加え、出火原因別の件数や救急出動の高齢者割合等の

情報を記者発表しています。

    また、救急等の現場に居合わせ、人命救助に携わった市民の方への表彰を行うほか、消

防業務中に、第三者の身体や財産に損害を与えた場合に、その対応にかかる費用を補償す

るための保険に加入しています。



あり

・国家賠償法

第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又

は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責

に任ずる。


